
エレベーター保守点検及び設備監視業務委託仕様書 

１．目 的 

市営住宅に設置されたエレベーターの保守点検を定期的に実施することによりエレベーターを

常時安全かつ良好な運転状態として維持することを目的とする。 

建築物（昇降機設備を含む）は、建築基準法第８条により常時適法な状態に維持するように努め

なければならない。そのためには、点検及び保守等の保全業務が重要であり、本仕様書により、業

務の明確化を図り、当業務を円滑に実施するものとする。 

 

２． 対象施設及び設備概要 

別紙「エレベーター保守点検及び設備監視業務委託 特記仕様書(1) 以下 特記仕様書(1)」のとおり。 

 

３．履行期間 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日 

 

４．点検内容及び保守 

   昇降機設備の点検・検査は、建築基準法第12条及び「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」

（平成５年６月３０日建設省住防発１７号）の定めるところにより適正に行い、必要に応じて、保

守、修理その他の措置を講じるものとする。 

   なお、本仕様書に記載されていない事項や内容の詳細については、建築保全センタ－発行「建築

保全業務共通仕様書」（平成30年版）によるものとする。 

 

(1) 契約形態      ＰＯＧ契約（※一部フルメンテナンス契約有り。内訳は特記仕様書(1)のとおり) 

 

(2) 点検日時      作業は、原則として施設管理担当者立会いのもと、施設管理担当者の就

業時間内に行うものとする。点検日は前月末日までに担当者と打合せの

上決定するものとする。 

ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 

 

(3) 定期保守点検   点検周期  

(ｱ) (ｲ)以外の場合 

該当 エレベーターの種類 点検周期 

 ロープ式エレベ－タ－（リレ－制御） 表7.2.5(a)の周期欄に掲げる周期 

 ロープ式エレベ－タ－（マイコン制御） 表7.2.5(b)の周期A欄に掲げる周期 

 油圧式エレベ－タ－ 表7.2.6  の周期A欄に掲げる周期 

 機械室なしエレベ－タ－  表7.2.7 の周期A欄に掲げる周期 

 非常用エレベーター 表7.2.5(a)又は(b)のほか表7.2.8に掲げる周期 

 エスカレーター 表7.3.4  の周期A欄に掲げる周期 

※（建築保全センタ－発行「建築保全業務共通仕様書」（平成３０年版）参照） 

 

 

 

   (ｲ) 遠隔点検装置を具備し、遠隔点検を適用する場合 



該当  エレベーターの種類 点検周期 

○ ロープ式エレベ－タ－（マイコン制御） 表7.2.5(b)の周期B欄に掲げる周期 

 油圧式エレベ－タ－ 表7.2.6 の周期B欄に掲げる周期 

○ 機械室なしエレベ－タ－  表7.2.7 の周期B欄に掲げる周期 

 非常用エレベーター 表7.2.5(a)又は(b)のほか表7.2.8に掲げる周期 

 エスカレーター 表7.3.4  の周期A欄に掲げる周期 

※（建築保全センタ－発行「建築保全業務共通仕様書」（平成３０年版）参照） 

※表7.2.5(b)から表7.2.8点検周期は、現地で直接、専門技術者が点検する場合を示す。 

 

(4) 定期保守点検 点検項目及び点検内容 

該当 エレベーターの種類 点検項目及び点検内容 

 ロープ式エレベ－タ－（リレ－制御） 表7.2.5(a)  による 

○ ロープ式エレベ－タ－（マイコン制御） 表7.2.5(b) による 

 油圧式エレベ－タ－ 表7.2.6   による 

○ 機械室なしエレベ－タ－  表7.2.7   による 

 非常用エレベーター 表7.2.5(a)又は(b)のほか表7.2.8による 

 エスカレーター 表7.3.4   による 

※（建築保全センタ－発行「建築保全業務共通仕様書」（平成３０年版）参照） 

 

(5) 定期保守点検  共通事項 

① 定期保守を行うに際し、受託者は業務責任者を定め施設管理担当者に届け出ること。また業務責

任者を変更した場合も同様とする。 

② 業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容および施設管理担当者の指示事項等を伝え、そ

の周知徹底を図ること。 

③ 業務責任者および業務担当者は経歴書を提出し施設管理担当者の承諾を受ける事。 

④ 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識および技能を有するものとする。なお、業務責任者

は業務担当者を兼ねることができる。 

 

(6) 精密点検   

年１回、昇降機検査資格者により建築基準法第12条第４項及び建築基準法施行規則第６条

の２の規定に基づき行う。 

  なお、本市は建築主事を置く市町村であるが、建築基準法第１２条第１項に基づいた報告

書を点検時の写真と共に提出すること。 

 

 (7) 臨時点検 

      不具合が発生した場合等に施設管理担当者が指示した時、又は受託者が安全上必要と認め

た時に、専門技術者を派遣して随時行う。 

 

(8) 異常時の対処、臨機の措置 

受託期間中及び点検時に、機器等に異常が認められた場合は、直ちに必要な措置を講じると

ともに、施設管理担当者に報告し、対応法等について協議すること。 

(9) 整備及び部品の取替え  

受託者は、受託期間中に、予防保全上の整備及び部品の取替えを行うこと。使用部品は、原



則として当該製造メ－カ－指定の純正部品とする。また、部品取替え時の写真を、報告書とと

もに施設管理担当者へ提出のこと。 

なお、契約形態が POG 契約となっているエレベーターについては消耗品以外の部品の取替

は行わない。ただし、交換が必要な部品について報告書と見積書を施設管理担当者へ提出のこ

と。 

 

(10) 報告書の提出 

受託者は、上記定期保守点検、精密点検若しくは臨時点検が終了したときは、点検作業完了

後、施設管理担当者の確認を経て、報告書を施設管理担当者へ１部提出するものとする。また、

施設管理担当者指定の様式がある場合はこれに従うこと。 

 なお、定期保守点検時の写真提出は不要とする 

 

５．故障時等の処置 

不時の故障等で施設管理担当者から連絡を受けたときは、受託者は２４時間体制で業務責任者あ

るいは業務担当者を速やかに派遣し、適切な処置を行うものとする。 

 

６．除外項目 

以下に掲げる事項については、本契約の対象外とする。 

① 諸法規の改正や、官公署の命令もしくは要求による設備の改修、または新規付属物追加の工

事。 

② 天災地変、その他の不可抗力の事故により発生する修理又は取替工事。 

 

７. 検査及び委託料の支払い、完了届の提出 

     業務委託料は、各月払いとする。受託者は、各月の業務終了後、速やかに作業報告書担当者

へ提出すること。完了届の提出の際は、事前に対象となる支払期の点検報告書の提出を済ませ

ていること。完了届が提出された場合、委託者は検査を行い、その結果を受託者へ通知するも

のとする。検査に合格した時は、受託者は業務委託料の支払いを請求することができる。 

 

８．一括再委託等の禁止 

原則として、受託者は、業務の全部を一括して、又は業務の主たる部分を第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。 

 

９．履行期限・履行保証 

委託履行期限は、厳格に守ること。 

 

１０．暴力団排除条項 

受託者は、久留米市が久留米市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務又は事業によ

り暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関

係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、受託を行うこと。なお、これら

の事項に反する場合、契約の解除等、貴社が行う一切の措置について異議の申し立てを行わないこと。 


